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令和８年度 公益財団法人印旛沼環境基金事業計画

１ 設立趣旨 

この法人は、印旛沼の水質浄化を推進し、もって印旛沼流域の環境保全に資する

ことを目的とする。 

２ 沿革 

昭和59年11月20日、佐倉市宮小路町12番地に財団法人印旛沼環境基金として、旧

民法第34条の規定に基づいて、千葉県知事の設立許可を受けて発足、平成26年４月

１日に公益財団法人印旛沼環境基金に移行。 

３ 事業活動の基本方針 

印旛沼の水質浄化および流域の環境保全を推進するため、印旛沼流域住民の力を 

結集し、環境保全活動等の活性化と啓発を図る。 

４ 重点目標 

印旛沼および流域内河川等で当環境基金や関係機関によって実施された各種環境

調査等の結果をとりまとめ、その成果を活用し印旛沼の環境保全活動の活性化を図

る。 

また、印旛沼の環境保全に関する印旛沼流域住民の意識高揚のための啓発活動を

行うとともに市民による広範な活動を支援する。 

５ 事業内容 

(１) 印旛沼および流域における調査研究（定款第４条第１項第１号関係）

① 水質調査結果および各種環境情報等の収集と取りまとめ（継続）

印旛沼および流域の河川・排水路等で千葉県および流域市町が実施した水質

等に関する調査や印旛沼等の環境保全に関わる各種情報（流域市町が対処した

環境に関する問題や苦情、助成した事業、環境関連行事、啓発活動など）につ

いて取りまとめ、その結果を基金が隔年発行する「印旛沼白書｣に掲載し、流

域内外の関係者や流域住民に周知する。 

② 印旛沼の底質に関する調査（新規）

千葉県環境研究センターと連携し、水質悪化の一因と考えられる底泥の栄養

塩濃度等について調査を行い、印旛沼の水質改善に向けた対策の検討に資する資

料を収集する。 
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③ 印旛沼の植生等に関する調査（継続）

繁茂面積の拡大が懸念される特定外来生物のナガエツルノゲイトウ及び在来

のオニビシについて、対策の必要性の検討等に資するため継続的に繁茂状況の

監視・調査を行う。併せて、水辺の植生をより詳細に把握するため調査方法の

改善について検討する。 

(２) 講習・学習会および観察会（定款第４条第１項第２号関係）

① 講習・学習会等への講師派遣（継続）

流域内・外の市町、学校および各種団体等が主催（共催）する印旛沼に関す

る学習会、講演会および講習会等に主催者等の要請に応じ講師を派遣する。 

② 印旛沼親子学習会（観光船による「親子で学ぼう印旛沼」の内容変更）

印旛沼観光船の運航が休止となるため従前の観察会に替えて、共催市町の親

子を対象に公民館等で水に関する実習を主体とした学習会を行う。 

・共催市町：成田市、四街道市、印西市

・対  象：各市在住の小・中学生及び保護者 

・日  時：令和８年７～８月、各市１時間30分程度 

③ 印旛沼環境基金公開講座

ア 施設見学会（継続：成田市と共催）

印旛沼や関連施設から離れた地域の住民も参加しやすく、また現地視察

により理解を一層促進できるよう、バスツアーによる講座を行う。 

・対  象：成田市民、20名 

・期  日：令和８年９月 

・見学先等：調整中

イ 講座（継続：佐倉市と共催）

印旛沼について理解や愛着を深められるよう、以下のとおり２回の講座

を行う。 

・対  象：流域内の市民、各回90名 

・場  所：ミレニアムセンター佐倉 ホール 

・日  時：令和８年11月28日(土)・12月５日(土)、10：00～11：30 

・講  師：調整中 

・テ ー マ：調整中
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（３) 啓発・宣伝（定款第４条第１項第２号関係）

① ホームページの公開等（継続）

一般市民や関係団体に対して、インターネットホームページを利用し当環境

基金の事業等の紹介を行うとともにYouTubeチャンネルを活用し印旛沼および

流域に関する情報を発信する。 

② 「水辺の風景画コンクール」の開催（継続）

印旛沼流域の小・中学校の児童および生徒が流域内外の湖沼や河川等で見

た、触れたなどの体験を描いた水辺の風景画を募集・審査し、選考された作品

を展示する。さらに、優秀な作品については表彰するとともに、流域市町を巡

回展示し広く一般市民の鑑賞に資する。 

・日  時：展 示 令和８年11月３日(火)～11月８日(日) 

10：00～18：00（最終日は10：00～15：00） 

(別途、各市町１週間程度被表彰作品を巡回展示)  

 表彰式 令和８年11月８日(日) 

・場  所：公津の杜コミュニティセンター（もりんぴあこうづ） 

市民ギャラリー及び多目的ホール 

③ 刊行物等の編集・発行（継続）

以下の図書等を編集発行し、流域市町、県、その他関係機関、一般市民に配

布する。 

ア 雑誌「印旛沼」第47号

・発行部数：A４判８ページ 2,500部（委託印刷）

・発行予定：令和８年８月頃

イ 「令和７・８年版印旛沼白書」

・発行部数：200部（委託印刷：隔年発行）

・発行予定：令和９年３月頃

ウ 小冊子「印旛沼のはなし」（印旛沼白書の一部抜き刷り）

・発行部数：3,000部（委託印刷：隔年発行）

・発行予定：令和９年３月頃

④ 刊行物等の頒布（継続)

印旛沼環境基金が編集・発行した刊行物等を当環境基金主催事業や、県・市

町・関係機関開催の行事等において無料配布する。また、特定の図書について

は有料頒布（「印旛沼白書」等）する。 
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(４) 環境保全団体等への助成（定款第４条第１項第３号関係）

① 助成金の交付（継続）

印旛沼および流域において自然環境に関する調査・研究や、環境保全に関わ

る啓発等の各種活動を行っている小・中・高等学校、大学および市民団体等の

活動を支援するため、助成金を交付する。 

② 助成事業成果報告会の開催（継続）

専門家からの助言や他団体からの意見や提案を得て、今後の活動の向上を目

指す機会とするため、助成金交付対象団体を一堂に会し助成事業成果報告会を

開催する。 

・期  日：令和９年１月 

・場  所：印旛合同庁舎２階大会議室 

・助 言 者：調整中
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